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付議・報告部課      

令和４年１０月１１日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和4年10月11日（火）午後2時00分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

企画政策課 池内課長、武藤係長、高橋主任主事 

健康課 松岡課長、高瀬係長 

保育課 片桐課長  

障害福祉課 鈴木課長、山本係長 

高齢者福祉課 竹内課長、飯田係長、田口主査補 

都市計画課 小島課長、長谷川主任主事 

産業振興課 金井課長、冨澤係長 

３ 件名 

令和4年度において新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施

する事業について(11月臨時補正分） 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

①新型コロナウイルス感染症に係る臨時発熱外来支援事業について 

・対面診療とオンライン診療の金額の差は何か。 

→対面診療については、感染リスクが高くなるため金額に差をつけている。 

・実施期間を1か月程度としている理由は何か。 

→第7波の感染状況を勘案し、1か月程度が医療の逼迫時と捉えており、これ以外の期間

は通常診療で対応できるものと考えている。 

・インフルエンザと診断された場合でも支援の対象とするのか。 

→新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が懸念されることから、臨時の発熱

外来を利用した方は対象とする。 

・市医師会に本事業の理解は得ているか。 

→市医師会には内容の確認を依頼し、了承を得ている。 

 

 

 



②白井市医療、介護、障害福祉及び保育等サービス事業所に対するエネルギー・物価高

騰対策支援事業について 

・県は、病院や入所系施設のみを対象として支援事業を実施するが、県が対象としてい

ない事業所について、市が支援する必要があると判断した理由は。 

→県が対象としていない事業所についても公的な制度におけるサービスを提供している

という観点から、支援の必要があると判断した。 

また、市が市内事業所の実態を確認したところ、物価高騰の影響が生じていること

が把握できたため。 

・診療所へ支援を行う必要があると判断した理由は。 

→一部の一般診療所、歯科診療所に対し実態を確認したところ、物価高騰の影響が生じ

ていることを確認した。診療所についても、介護・障害施設と同様に公的な制度にお

けるサービスを提供する事業者として当市でも実施すべきと考えている。 

・支援金額について、事業所から確認した影響額の平均から決定しているが、事業所に

よっては影響額以上に交付を受けることになるのではないか。 

→今回の支援は、エネルギー・物価高騰により生じる支出増に対して、公的な制度にお

けるサービスを提供する事業者の運営支援のために実施するものであり、支援額は6 

か月分の影響額の平均値を用いて積算根拠としていることから、1年間分の影響額の

見込みより少ないものと考えている。 

 

③白井市地域公共交通支援金の実施について 

・今回で何度目の支援金実施となるか 

→令和2年度に初めて実施してから4度目となる。 

・これまでに、各交通事業者に対しいくら支援金を支出しているか。 

→今回の支給を含めた支給総額は、バス事業者については、5,500千円が1社、1,100千

円が2社、タクシー事業者については、1,175千円と1,305千円が1社ずつとなる。 

 

④白井市消費喚起対策事業（ポイント還元キャンペーン）について 

・他市はどのような契約か。 

→自治体によりプロポーザルや一者随契としているが、今回は交付金の条件として年度

内に完了することが求められており、市では随意契約とする。 

・本事業の主目的が生活者支援であり、市民以外の方が使えることは異論が出ることも

想定されるが、市内の産業の活性化につながるのであれば副次的な効果として事業者

支援の効果も得られると考えられることから、案のとおり実施することとする。 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 




























